
１－２　学部の教員組織
（表19-2）

助手
特任等
(内数)

特任等
(内数)

特任等
(内数)

特任等
(内数)

法律学科 14 1 10 1 1 0 25 2 0 18

自治行政学科 7 0 4 0 0 0 11 0 0 12

21 1 14 1 1 0 36 2 0 (30)

経済学科 22 1 13 1 3 2 38 4 0 28

現代ビジネス学科 16 1 2 0 1 0 19 1 0 16

38 2 15 1 4 2 57 5 0 (44)

経 営 学 部 国際経営学科 31 0 15 0 5 3 51 3 0 24 40.8 129 教務技術職員 1、T・A  7

英語英文学科 6 0 6 0 2 2 14 2 0 9 T・A 8

スペイン語学科 6 1 2 0 2 0 10 1 0 6

中国語学科 6 0 2 0 1 1 9 1 0 6 T・A 9

国際文化交流学科 20 2 16 0 5 3 41 5 0 6

38 3 26 0 10 6 74 9 0 (27)

人間科学部 人間科学科 26 3 4 0 1 0 31 3 0 17 32.1 251

情報科学科 10 0 7 0 1 0 18 0 6 10 教務技術職員 1、T・A  12

化学科 12 1 1 0 2 0 15 1 1 10 教務技術職員 2、T・A  60

生物科学科 9 1 2 0 2 0 13 1 4 10 教務技術職員 1、T・A  21

（総合理学プログラム） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 2 10 0 5 0 46 2 11 (30)

機械工学科 10 0 4 0 6 1 20 1 3 11 教務技術職員 6、T・A  42

電子情報フロンティア学科 14 0 3 0 3 1 20 1 7 11 教務技術職員 4、T・A  30

物質生命化学科 12 0 2 0 3 0 17 0 4 11 教務技術職員 2、T・A  40

情報システム創成学科 9 0 3 0 4 1 16 1 3 11 教務技術職員 2、T・A  23

建築学科 11 1 2 0 2 0 15 1 5 11 教務技術職員 4、T・A  28

教室（数学・物理・化学・生物） 18 4 8 0 0 0 26 4 1 教務技術職員 2、T・A  1

74 5 22 0 18 3 114 8 23 (55)
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　　５　当該学部・学科の専任であっても、大学設置基準第11条にいう「授業を担当しない教員」については、専任教員数には含めないでください。

　　６　「大学の教員等の任期に関する法律」に基づく任期制教員を除き、特任教授、客員教授など任用期間のある教員については、専任者（研究条件等において専任教
       員と同等の者）のみを「専任教員数」欄の「教授」「准教授」「講師」「助教」の該当する欄（左側）に含めて記入するとともに、その数を「特任等(内数)」欄に
       内数で示してください。専任者以外の特任者等については「兼任教員数」欄に含めて記入してください。

　　10　「助手」欄には、大学院研究科等の専任で学部の業務にも従事している助手数も含めて記入してください。

[注]１　「専任教員数」については、（表19）のうち、学部教育を担当する専任教員について作表してください。

　　２　教養教育科目、外国語科目、保健体育科目、教職科目等の学部教育を担当する独立の組織がある場合には､「(その他の学部教育担当組織)」欄に、その名称を記載
        し、専任教員数を記入してください。

　　３　「専任教員数」欄には、大学院研究科等の専任で、その研究科の基礎となる学部・学科等においても専任として授業を担当している教員数も含めて記入してくだ
        さい。その場合、（表19-3）及び（表19-4）の専任教員が、本表においても専任教員に算入されます。
　　　　たとえば、大学院研究科に専任教員が配置され、学部教育が専ら研究科の専任教員によって行われている場合がこの典型的な例です。

(KU)３　２００６年４月に入学定員の変更を行っており、設置基準上必要教員数は完成年度（２００９年度）の必要教員数を示している。

　　11　専任教務補助員（例えば､いわゆる副手、実験補助員等）、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタント（ＲＡ）については、「備考」欄にそ
         の各々の名称と人数を記入してください。

(KU)２　専任教員数には、在外・国内研究員、サバティカル制度適用者を含む。

　　７　「専任教員数」欄については、本表内では１人の専任教員を複数の組織に重複記入しないでください。

　　８　「兼任教員数」欄には、学外からのいわゆる非常勤教員数を記入してください。併設短期大学からの兼務者も「兼任教員数」の欄に含めてください。
　　　　なお、国立大学所属教員については､「兼担｣｢兼任」を共に「併任」としている場合もありますが、学外からの併任者は「兼任教員数」欄に記入してください。
　　　　同一の兼任教員が複数の学科を担当する場合は、それぞれ記入してください（重複可）。大学の状況によっては、兼任教員数の欄は学科ごとではなく学部全体で
        記述しても結構です。

　　９　「設置基準上必要専任教員数」欄には、大学設置基準別表第一、第二をもとに算出した数値を記入してください。同表に基づかない算出方法により設置認可を得
        ている場合にはその数値を記入するとともに備考欄にその旨を記述してください。

(KU)１　2008年5月1日以降の退職者＜経済学部経済学科（教授）、経営学部国際経営学科（准教授）、外国語学部英語英文学科（教授）、外国語学部国際文化交流学科
　　　　（准教授）、工学部建築学科（助教）＞５名を含む。

　　４　教育組織と教員組織が異なる場合も、大学設置基準における必要専任教員数に留意して、学部教育担当専任教員数を適切に記入してください。




